
NO 90

（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 3 3 100.0% 令和３年度 1 1 100.0%

令和４年度 3 3 100.0% 令和４年度 1 1 100.0%

令和５年度 3 － － 令和５年度 1 － －

 １ 事業名 芝地区芝ｄｅ Ｍｅｅｔ Ｔｈｅ Ａｒｔ  １０ 事業費の状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課 芝地区総合支所 管理課

 ２ 基本政策 ３地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる 予算状況の内訳 決算状況

補正予算 予算現額 決算額 執行率

 ４ 施策名 ③様々な媒体を活用した地域活動情報の共有によるコミュニティの活性化 令和３年度 3,000 0 0

 ３ 政策名 （９）参画と協働により地域を支える多様なコミュニティをつくる 年度 当初予算額 流用

3,000 2,742 91.4%

 ５ 事業説明文 令和４年度 3,000 0 0 3,000 2,893 96.4%

まちにアートとふれあうことができる空間を創出し、地域の魅力として発信することで、多様な人が
共生し、活動することができる心豊かな地域づくりを推進します。また、次世代の社会の担い手とな
る地域の子どもを対象としたアート体験等の機会を提供します。

令和５年度 2,033 － － － － －

財源内訳（当初予算）

 ６ 背景、経緯 年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 その他

3,000

令和４年度 0.0% 0 0 3,000

令和３年度 0.0% 0 0 0

0 2,033

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

 ７ 事業内容

芝地区総合支所が、令和４年度に、芝地区区民参画組織に地区版計画書改定に伴うヒアリングを実施したとこ
ろ、区民参画組織からは「トランスボックスへのアート掲示は、落書き防止に加えてまちの美観に貢献してい
てよい」という評価を受けましたが、ワークショップは「対象や内容を見えるようにすべき」や「実施にあ
たっての事業費と成果の関係を明らかにすべき」と意見をいただきました。また事業全体の意見として「様々
な人への参加を呼びかけ、多様な主体が参加すべきである」という意見もいただいたことから、事業全体を生
み直します。
具体的には、本事業のうち、トランスボックスのアート掲示の内容を踏襲し、「芝地区地域資源活用はぐくみ
支援事業」の要素を合わせた新たな地域事業を新設し、ワークショップは終了します。
上記に伴い、本事業は「廃止」します。

芝地区管内の公共空間、区有施設や電線類の地中化による地上トランスボックスを活用し、障害者週
間記念事業で表彰された作品を、にぎわいやイメージアップにつながるよう展示しています。また、
地域の子どもを対象とした、アートとふれあうワークショップも実施しています。
■令和４年度
　トランスボックス設置：11月設置
　ワークショップ実施：令和５年３月実施、利用負担者なし、対象は区内在住・在勤・在学者
■令和５年度
 トランスボックス設置：11月設置
　ワークショップ実施：令和６年３月実施予定、利用負担者なし、対象は区内在住・在勤・在学者

 ８ 事業実績・指標

当事業は、落書きがあったり汚れている場所は治安上の不安があることから、イメージアップにつな
がるようなアートを展示・発表できる「場」や「空間」などを発掘、整備し多くの人にまちに出て見
てもらうことで安全で魅力ある芝地区をめざすことを目的として、平成27年度から芝地区版計画書に
計上し実施してきました。

令和５年度 0.0% 0 0

0

指標１
トランスボックス設置数

指標２
ワークショップ実施  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

区民参画組織からの提言を受け、本事業で実施している内容の一部を新たな事業の中に取り入れることを踏ま
え、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

 ９ 個別計画・関連する法令等

特になし



NO 91

（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 － － － 令和３年度 － － －

令和４年度 2 2 100.0% 令和４年度 － － －

令和５年度 2 － － 令和５年度 － － －
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類に移行するなど、子どもの社会活動機会は確保され
つつあり、今後は新たな事業実施において、本取組の要素も加えていくことも踏まえ、本事業は所期の目的を
達成することから、「廃止」と評価します。 ９ 個別計画・関連する法令等

特に無し

指標１
開催回数

指標２
－  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

0 1,705

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

 ７ 事業内容

新型コロナウイルス感染症が感染症法上の５類に移行されることなどにより、コロナ禍における子育て世帯の
子どもの社会活動機会の減少状況は改善されつつあることを踏まえ、初期の目的を達成することができたため
本事業を廃止します。
ただし、本事業は子育て世帯から好評であったことから、今後も地域を知れる機会を創出することを目的とし
て、事業の一部を新たな地域事業に組み込んで実施していきます。

竹芝干潟など水辺の地域資源を生かした歴史と環境を学習するイベントを開催
■令和４年度　11月、２月開催
 利用者負担なし
 【対象】
 11月：区内在住・在学の小学校１～３年生と保護者
 ２月：区内在住・在学の小学校４～６年生と保護者・中高生
■令和５年度　10月開催、２月開催予定
 利用者負担なし
 【対象】区内在住・在学の小学校１～６年生と保護者

 ８ 事業実績・指標

コロナ禍における子育て世帯の家計ひっ迫や子どもの社会活動機会の減少など、子どもの社会性を育
むうえで、自助のみでは解決し難い困難な状況が発生しており、区として地域団体や企業等の地域資
源も活用し「育む力」を支援していく必要があることから、区内唯一の干潟等を活用し、希少な地域
資源を活用した生物多様性等の体験学習を芝地区の学童・保育園児・保護者に対して実施することと
なりました。

令和５年度 0.0% 0 0

－ － － －

令和３年度 － － － －

－ － －

財源内訳（当初予算）

 ６ 背景、経緯 年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 その他

－

令和４年度 －

エリアマネジメントによる官民連携を強化し、竹芝エリアで培われた地域資源を地区全体の課題解決
の取組へと活用させていくとともに、コロナ禍における子育て世帯の「はぐくむ力」を支援するた
め、竹芝干潟など水辺の地域資源を生かした歴史と環境を学習するイベントを開催します。

令和５年度 1,705 － －

－ －

 ５ 事業説明文 令和４年度 0 0 1,705 1,705 1,705 100.0%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

 ４ 施策名 ①子どもの健やかな成長を支援する総合的な施策の推進 令和３年度 － － －

 ３ 政策名 （15）健やかな子どもの「育ち」を支える環境を整備する 年度 当初予算額 流用

－

 ２ 基本政策 ５明日の港区を支える子どもたちを育む 予算状況の内訳 決算状況

 １ 事業名 芝地区地域資源活用はぐくみ支援事業  １０ 事業費の状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課 芝地区総合支所 管理課



NO 92

（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 10 10 100.0% 令和３年度 4 2 50.0%

令和４年度 10 10 100.0% 令和４年度 4 4 100.0%

令和５年度 10 － － 令和５年度 4 － － 本事業で実施されている麻布地区に関心を持つことができる取組を同課の類似事業と統合した新規事業で実施
予定であることを踏まえ、本事業は所期の目的を達成することから、「廃止」と評価します。

 ９ 個別計画・関連する法令等

港区麻布地区総合支所区民参画組織麻布を語る会設置要綱

区民参画組織「麻布を語る会」麻布未来写真館分科会が主体となって、麻布地区の写真を収集のした
り、まち歩きで撮影した写真をパネルにして、他の事業や企業・大学等と連携したパネル展を開催し
たり、SNS等を活用して写真を公開しています。また、毎年活動の記録として、活動報告書を作成し、
区政資料室での展示やパネル展の来場者に配布しています。
〈令和４年度実績〉
　令和４年４月～令和５年３月　分科会10回、まち歩き（撮影）４回

 ８ 事業実績・指標

指標１
分科会の開催

指標２
まち歩き（撮影）  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

0 4,011

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

 ７ 事業内容

区民参画組織の「麻布を語る会　麻布未来写真館分科会」はこれまでまち歩き撮影やパネル展示等を麻布地区
総合支所と協働で行ってきました。この事業を区政運営の基本である「参画と協働」の考え方に基づき、協働
の取組として整理したことから、区民参画組織の本事業を廃止します。
ただし、写真収集の継続や写真に関する地域イベントの開催については、目的が類似する「あざぶ達人ラボ」
の要素を組み合わせた「麻布地域の魅力伝承事業」として新設します。

麻布地区の歴史やまちの移り変わりを写真により保存・発信し、広く伝えていくことで、地域への共
感や愛着を深めることを目的として、平成21年５月　区民参画組織「麻布を語る会」麻布未来写真館
分科会として発足しました。

令和５年度 0.0% 0 0

0 0 0 4,291

令和３年度 0.0% 0 0 0

－ － －

財源内訳（当初予算）

 ６ 背景、経緯 年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 その他

4,291

令和４年度 0.0%

まちの歴史、文化を多くの方が知ることで、麻布地区への愛着を深める一助として、区民等が収集・
撮影した写真パネル展の開催等の事業を実施します。

令和５年度 4,011 － －

4,290 100.0%

 ５ 事業説明文 令和４年度 4,291 0 0 4,291 4,290 100.0%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

 ４ 施策名 ③様々な媒体を活用した地域活動情報の共有によるコミュニティの活性化 令和３年度 4,291 0 0

 ３ 政策名 （９）参画と協働により地域を支える多様なコミュニティをつくる 年度 当初予算額 流用

4,291

 ２ 基本政策 ３地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる 予算状況の内訳 決算状況

 １ 事業名 麻布地区麻布未来写真館  １０ 事業費の状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課 麻布地区総合支所　　 協働推進課



NO 93

（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 1 1 100.0% 令和３年度 2 0 0.0%

令和４年度 1 1 100.0% 令和４年度 2 2 100.0%

令和５年度 1 － － 令和５年度 2 － － 本事業で実施されている麻布地区に関心を持つことができる取組を同課の類似事業と統合した新規事業で実施
予定であることを踏まえ、本事業は所期の目的を達成することから、「廃止」と評価します。

 ９ 個別計画・関連する法令等

港区基本計画麻布地区版計画書

１あざぶ達人ラボ
　全体会４回、新規メンバーガイダンス１回開催、まちあるき部会（10回）、地域連携部会（５
回）、研究・企画部会（５回）程度開催
２ガイドツアー（まちあるき部会）
　麻布地区のまちあるきガイドツアーを年２回（休日）実施
３あざぶカルタ等地域連携事業（地域連携部会）
　麻布地区の民間施設、区有施設等で「あざぶカルタ」など参画区民が発案した事業（年１回程度）
や地域事業等とのコラボ事業を１回程度（夜間、休日含む）
４講演会の実施（研究・企画部会）
　区民等向けに麻布の魅力を伝える講演会の開催

 ８ 事業実績・指標

指標１
講演会

指標２
まち歩きガイドツアー  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

3,960 0

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

 ７ 事業内容

本事業の趣旨や内容が「麻布地区麻布未来写真館」と酷似していることを踏まえ、効率的な事業実施の観点か
ら、本事業を廃止します。
その上で、「麻布地区麻布未来写真館」と「麻布地区あざぶ達人ラボ」の事業内容を踏襲した、麻布地区を
「知る」「伝える」ことで、区民等が地域に関心をもち、愛着が持てることを目指す新たな地域事業「麻布地
域の魅力伝承事業」を新設します。

平成21年４月に、「麻布ものしり認定制度」事業として開始し、定期的に区民等を対象にメンバーを
公募しています。その後、数次の事業名称の変更があり、令和３年度から現在の事業名として実施し
ています。

令和５年度 0.0% 0 0

0 0 4,210 0

令和３年度 0.0% 0 0 4,210

－ － －

財源内訳（当初予算）

 ６ 背景、経緯 年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 その他

0

令和４年度 0.0%

区民等が、麻布地区の歴史や文化などの魅力を知り、知ったことを次世代へ語り伝えていくことで、
地域への関心や愛着を深めてもらうことを目的に、講演会・公開セミナー・まち歩きなどのイベント
を企画・開催しています。

令和５年度 3,960 － －

4,210 100.0%

 ５ 事業説明文 令和４年度 4,210 0 0 4,210 4,210 100.0%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

 ４ 施策名 ②学習機会及び学びの成果を生かす機会の充実 令和３年度 4,210 0 0

 ３ 政策名 （23）区民の多様な学習活動と誇りと愛着ある郷土意識の醸成を支援する 年度 当初予算額 流用

4,210

 ２ 基本政策 ６生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況

 １ 事業名 麻布地区あざぶ達人ラボ  １０ 事業費の状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課 麻布地区総合支所　　 協働推進課



NO 96

（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 20 0 0.0% 令和３年度 － － －

令和４年度 15 0 0.0% 令和４年度 － － －

令和５年度 1 0 0.0% 令和５年度 － － －

 ３ 政策名 （11）伝統と最先端技術が融合した区内産業を支援する

 ４ 施策名 ①産学官が連携して地域社会の発展に資する効果的な産業の創出 0.0%

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 ４港区からブランド性ある産業・文化を発信する 予算状況の内訳 決算状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課

指標２
―

倒産、廃業時の経験を生かしていただくため、専門家（中小企業診断士）の支援を受けて創業計画書
を作成いただき、その上で必要となる経費の一部を補助します。
対 象 者 ：令和２年１月以降に廃業した後、令和５年１月末までに起業する中小企業者で、令和４年
度中に交付決定を受けたもの
実施時期：令和５年４月～令和６年３月
補助対象経費：賃料（12か月分）
補助金額：10万円（賃料）×12か月＝120万円を補助
対象件数：１件

指標１
補助件数  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

令和３年度の事業開始以来、交付決定実績がなく、日本政策金融公庫の「再挑戦支援資金（再チャレンジ支援
融資）」事業といった類似事業もあることから、「廃止」と評価します。

特になし

 ９ 個別計画・関連する法令等

 ７ 事業内容

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

本事業は、令和４年度の事務事業評価結果を踏まえ、令和４年度をもって新規の受付を終了しています。令和
５年度については、令和４年度に申請があった分の賃料補助事業を実施することとしていましたが、令和４年
度中の申請がありませんでした。このため、令和５年度をもって本事業を廃止することとします。
なお、本事業の廃止後は、日本政策金融公庫の「再挑戦支援資金（再チャレンジ支援融資）」事業を紹介する
ことにより、再創業者の支援につなげていきます。
また、「再創業」に限定しない創業支援については、既に区において実施している、融資あっせんによる資金
繰り支援や賃料補助、ホームページ作成支援補助制度などにより創業者を支援してまいります。

 ８ 事業実績・指標

91.7% 1,100 0 0 100

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で倒産を余儀なくされる中小企業が増加していくことを
見込み、倒産、又は廃業した方が再び区内で創業にチャレンジする際の経費について、一部補助する
補助制度を令和３年度から開始いたしました。さらに令和４年度からは、これまで再創業年度のみの
補助としていた制度を、翌年度も固定費（賃料）を補助できるよう支援を強化しました。

0 0

令和４年度 100.0% 33,194 0

 ６ 背景、経緯

令和５年度

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

－

年度 一般財源割合 一般財源

財源内訳（当初予算）

－

その他

令和３年度 0.0% 0 21,410

国庫支出金 都支出金

0 0

産業・地域振興支援部　 産業振興課

0

補正予算 予算現額 決算額

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を受け、倒産、又は廃業した方が再び区内で創業に
チャレンジするため、創業に必要な経費の一部を補助します。

令和３年度 21,410 0 0

 ５ 事業説明文 令和４年度 33,194 -22,060

 １ 事業名 創業再チャレンジ支援事業  １０ 事業費の状況

0.0%

執行率

21,410 0

-11,134 0

－ － －令和５年度 1,200
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当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 － － － 令和３年度 － － －

令和４年度 30 30 100.0% 令和４年度 － － －

令和５年度 60 － － 令和５年度 － － －

 ３ 政策名 （11）伝統と最先端技術が融合した区内産業を支援する

 ４ 施策名 ②経営基盤強化に向けた総合的な支援 －

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 ４港区からブランド性ある産業・文化を発信する 予算状況の内訳 決算状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課

指標２
－

芝税理士会、麻布税理士会と委託契約を締結し、札の辻スクエアにおいて税理士による無料相談を実
施しています。
【相談実施日】毎週月・金曜日　13時～16時

指標１
相談件数  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

令和５年10月にインボイス制度が開始されることで次年度以降の相談需要は多くないと見込まれることや他事
業でも相談可能であることから、インボイス制度に特化した相談窓口は不要であると判断でき、本事業は所期
の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

消費税法

 ９ 個別計画・関連する法令等

1,672 0 0 0

 ７ 事業内容

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

本事業開始以降、令和５年10月の制度開始に向けて、一定数の相談を受け付けており、区内中小企業の制度へ
の正しい理解につながったと認識しています。
令和５年10月にインボイス制度が開始され、次年度以降の相談需要は多くないと見込まれるため、本事業は廃
止とします。
なお、次年度以降、インボイス制度に関する相談が寄せられた場合は、税務署で行う個別相談をご案内するほ
か、区の出前経営相談において税理士資格を有する中小企業診断士を派遣し、対応していきます。

 ８ 事業実績・指標

その他

令和３年度 － － － － －

令和４年度 － － － － －

令和５年度 100.0%

－ － －

令和５年10月からインボイス制度が開始されることにより、多くの区内中小企業に影響が生じること
が見込まれます。区内中小企業がインボイス制度について正しく理解した上で、それぞれの実情に応
じた適切な対応ができるよう、令和４年10月から専門家（税理士）による無料相談ブースを設置しま
した。

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和５年度 1,672 － －

993 93.2%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

－ －

1,065 1,065

令和５年10月に開始するインボイス制度について、区内中小企業の相談需要に丁寧に対応し、制度を
正しく理解し、事業者の実情に応じた適切な選択をしていただくことを目的として、相談ブースを設
置しています。

令和３年度 － － －

 ５ 事業説明文 令和４年度 0 0

 １ 事業名 インボイス制度対応支援事業  １０ 事業費の状況

産業・地域振興支援部　 産業振興課
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当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 － － － 令和３年度 － － －

令和４年度 － － － 令和４年度 － － －

令和５年度 5 － － 令和５年度 5,000 － －

 １ 事業名 デザインマンホール蓋の製作・活用事業  １０ 事業費の状況

産業・地域振興支援部　 観光政策担当

港区にゆかりのあるキャラクターをデザインしたマンホール蓋を設置し、設置場所マップ等を作成す
ることで、区の路上を観光スポット化します。

令和３年度 － － －

 ５ 事業説明文 令和４年度 － － － －

補正予算 予算現額 決算額 執行率

－ －

－ －

－ － －

多くの自治体がゆかりのキャラクターや人物等をデザインしたデザインマンホール蓋を製作し、設置
するとともに、デザインマンホール蓋をＳＮＳで発信することで自治体の魅力発信につながり、観光
客の増加につながった例があります。
また、デザインマンホール蓋をカード化した「マンホールカード」は全国で600種類以上作成され、マ
ンホールサミットやデザインマンホールラリー等のイベントが開催されるなど魅力的なコンテンツと
して位置づけられていることを受け、誘客促進・区内周遊のため、港区にゆかりのあるキャラクター
を活用したデザインマンホール蓋の製作を開始しました。

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和５年度 10,928 － －

その他

令和３年度 － － － － －

令和４年度 － － － － －

令和５年度 33.4% 3,654 0 7,274 0

 ７ 事業内容

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

今年度、デザインマンホール蓋を製作し、マップ等を作成・配布することで、コンテンツゆかりの地としての
魅力の発信につなげ、コンテンツファンをはじめとした観光客の増加や区内周遊の促進とともに、シビックプ
ライドの醸成を図っており、来年度以降新たな制作物がないため、本事業を廃止します。
来年度以降は、デザインマンホール蓋の設置場所を区ホームページやＳＮＳを活用して情報発信していくほ
か、観光冊子への掲載等により引き続き魅力発信をしていきます。
また、マップや記念品の配布実績、ＳＮＳのインプレッション数等の把握により、本事業の効果測定も進めて
いきます。

 ８ 事業実績・指標

 １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

来年度以降は、制作したデザインマンホール蓋の設置場所などを情報発信することなどにより有効的な活用が
見込めることから、デザインマンホール蓋やマップ、啓発品等の製作を今年度で終了することは妥当であり、
本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

特になし

 ９ 個別計画・関連する法令等

指標２
マップの制作数

デザインマンホール蓋を製作・設置するとともに設置場所等を示したマップ等を配布することにより
区内周遊を促進します。
・デザインマンホール蓋の製作　５枚
・デザインマンホール蓋の設置　区内５か所
・マンホールカードの購入　10,000枚
・マップの制作　5,000枚
・記念品の制作　5,000個

デザインマンホール蓋の設置数

 ３ 政策名 （13）港区ならではの魅力を生かした都市観光を展開する

 ４ 施策名 ①国内外に向けた戦略的なシティプロモーションの推進 －

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 ４港区からブランド性ある産業・文化を発信する 予算状況の内訳 決算状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課



NO 101

（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 2 2 100.0% 令和３年度 － － －

令和４年度 2 2 100.0% 令和４年度 － － －

令和５年度 2 - - 令和５年度 － － －

 ３ 政策名 （19）高齢者のいきいきと充実した地域での生活を支援する

 ４ 施策名 ③日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 76.6%

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 ６生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課

指標２
－

　「高齢者福祉サービスの苦情解決及び質の向上に関する委員会」を開催し、高齢者福祉サービスに
関する苦情を解決するため検討します。
(1) 審議事項
　・区で受け付けた介護保険サービスその他の高齢者福祉サービスの苦情解決に関する事項
　・介護保険サービスその他の高齢者福祉サービスの評価に関する事項
　・その他必要な事項
(2) 委員の構成
　学識経験者等 ５名（保健福祉、医療、法律、消費生活各分野）

指標１
委員会開催回数  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

本事業において設置している委員会以外の手法により必要な対応や手続をとることが可能な状況にあることを
踏まえ、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

高齢者福祉サービスの苦情解決及び質の向上に関する委員会設置要綱

 ９ 個別計画・関連する法令等

100 0 98 0

 ７ 事業内容

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

　苦情案件は事態の流動性が高く、委員会の開催準備期間中に状況が大きく変化することから、迅速な苦情解
決につなげることが困難な状況です。現在は、寄せられた苦情に対し、担当課による日常業務として対応する
ほか、困難な苦情の解決に当たっては、総務課の法務相談を活用するなど、専門家による助言も踏まえなが
ら、適切かつ迅速に対応しています。委員会では、区が対応済みの苦情案件の定期的な報告にとどまっていま
す。
　区の高齢者施策全般については、外部委員が在籍する港区地域保健福祉推進協議会や港区高齢者保健福祉計
画検討委員会などの機会を通じて、定期的に進捗状況を報告し、評価を得ていることから、各会議体との重複
を避けるため、本委員会における評価は得ていない状況です。
　区は、高齢者施設や事業所等に対する施設第三者評価支援事業、労働環境モニタリング、介護相談員派遣事
業などの多様な手法によって、高齢者福祉サービスの質の向上につなげています。
　以上のことから、委員会の設置目的である高齢者福祉サービスにおける苦情の解決及び質の向上について、
既存の他の方法によって達成できているため、本事業は廃止します。 ８ 事業実績・指標

その他

令和３年度 57.4% 147 0 109 0

令和４年度 50.0% 98 0 98 0

令和５年度 50.5%

－ － －

　高齢者福祉サービスの苦情解決及び質の向上に関する委員会は、平成12年の介護保険制度の導入に
伴い、平成13年６月21日に区が設置した「介護保険サービスの苦情解決及び質の向上に関する委員
会」を前身としています。
　区は、介護保険サービスに加え、高齢者福祉サービス全般の苦情解決や質の向上を図るため、平成
16年３月31日に介護保険サービスの苦情解決及び質の向上に関する委員会設置要綱（平成13年６月21
日13港保険第119号）を全部改正し、本要綱を制定しました。
　要綱制定後、平成21年度までは委員会を年５回開催し、その後22年度から27年度までは年４回、 28
年度から30年度までは年３回、令和元年度以降は年２回、開催頻度を減少しつつ、継続してきまし
た。

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和５年度 198 － －

177 90.3%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

256 196

0 196

　高齢者福祉サービスについて、苦情相談等の内容を検討し、高齢者福祉サービスの質の向上をめざ
します。

令和３年度 256 0 0

 ５ 事業説明文 令和４年度 196 0

 １ 事業名 高齢者サービス改善  １０ 事業費の状況

保健福祉支援部　 高齢者支援課
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当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 30 85 283.3% 令和３年度 2 3 150.0%

令和４年度 10 157 1570.0% 令和４年度 2 1 50.0%

令和５年度 115 － － 令和５年度 2 － －

 １ 事業名 新型コロナウイルス感染症対策在宅要介護者緊急一時支援事業  １０ 事業費の状況

保健福祉支援部 高齢者支援課

　在宅で高齢者を介護している家族が感染した場合等に要介護者の状況に合わせ、生活に必要な最低
限のサービスが受けられるよう、感染予防対策を徹底したうえで、在宅での訪問介護サービスや施設
入所等の支援体制を整備することで、濃厚接触者及び感染者となった要介護者の生活の安定を図りま
す。

令和３年度 9,994 980 0

 ５ 事業説明文 令和４年度 3,636 10,710 14,793 76.7%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

10,974 9,937

4,950 19,296

9,552 277 2.9%

　本事業は、コロナ禍で要介護者へのサービス提供体制が整わない介護事業所が多い中、濃厚接触者
や感染者となった要介護者が在宅生活に必要な最低限のサービスが受けられるよう、令和２年12月１
日に開始したものです。

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和５年度 9,552 0 0

その他

令和３年度 0.0% 0 0 9,994 0

令和４年度 0.0% 0 0 3,636 0

令和５年度 0.0% 0 0 9,552 0

 ７ 事業内容

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

事業開始から２年以上が経過し、介護事業所における在宅生活の支援に係るサービス提供体制が整ったこと
で、要介護者への在宅支援は行き届いており、本事業による所期の目的は達成されたことから、令和５年５月
８日に新型コロナウイルス感染症が感染症法上の５類へ移行することを契機に本事業を廃止します。（令和５
年５月８日廃止済）

 ８ 事業実績・指標

 １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

介護事業所における在宅要介護者の一時支援に係る新型コロナウイルス感染症対策の体制が整ったことや新型
コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類に移行したことを踏まえ、本事業は所期の目的を達成し
たことから、「廃止」と評価します。

（東京都）在宅要介護者の受入体制整備事業実施要綱

 ９ 個別計画・関連する法令等

指標２
施設入所（人）

（１）在宅生活の支援
　　ア　訪問介護サービス（緊急一時訪問介護）
　　イ　配食サービスの実施（緊急配食サービス）
（２）施設入所による支援
（３）要介護者の搬送支援
（４）介護事業所への協力金の支給
（５）自宅療養期間における高齢者配食サービスの実施

指標１
介護事業所協力金(件)

 ３ 政策名 （19）高齢者のいきいきと充実した地域での生活を支援する

 ４ 施策名 ③日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 90.6%

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 ６生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課
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（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 91 2,157 2370.3% 令和３年度 207,320 44,565 21.5%

令和４年度 390 3,361 861.8% 令和４年度 7,800 40,652 521.2%

令和５年度 1,865 － － 令和５年度 37,300 － －

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課 保健福祉支援部　介護保険課、高齢者支援課及び障害者福祉課　　

 １ 事業名 高齢者施設等におけるＰＣＲ検査支援事業  １０ 事業費の状況

 ２ 基本政策 ６生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況

補正予算 予算現額 決算額 執行率

 ４ 施策名 ④誰もが安心して暮らせる地域づくり 令和３年度 207,320 -1,136 -139,320

 ３ 政策名 （19）高齢者のいきいきと充実した地域での生活を支援する 年度 当初予算額 流用

66,864 44,565 66.7%

 ５ 事業説明文 令和４年度 7,800 9,426 25,200 42,426 40,652 95.8%

　新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、重症化するリスクが特に高い高齢者や障害者、基礎
疾患を有する方が主に利用する施設等において、感染予防に必要と認められる状況において職員等が
受検したＰＣＲ検査に要した費用を区が助成します。

令和５年度 37,300 － － － － －

財源内訳（当初予算）

 ６ 背景、経緯 年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 その他

207,320

令和４年度 100.0% 0 0 0

令和３年度 0.0% 0 0 0

0 0

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

 ７ 事業内容

　令和５年５月８日に新型コロナウィルスの感染症法上の位置づけが５類に移行したことにより、ＰＣＲ検査に
よる濃厚接触者の特定が不要になり、ＰＣＲ検査を積極的に行う必要性が低くなっています。
　令和５年度の申請実績は、令和５年８月１日現在、交付決定額2,383,000円、延ベ受験者数505人で、３事業所
（２法人）のみが複数回にわたり申請している状況であり、本事業による助成の対象範囲は限定的になっている
とともに、令和４年度の受検者数（延べ2,116人）と比べて概ね半減しています。また、各事業所に対しては、
東京都による「高齢者施設・障害者施設向け感染症対策ガイドブック」を周知するなど、平時から必要な感染症
対策の徹底を促進しています。
　以上の理由から、本事業は一定の成果と役割を果たしたものと評価し、「廃止」とします。

【対象者】
受検した回数にかかわらず、高齢者福祉施設等における感染予防に必要と認められる状況において職
員等が受検したＰＣＲ検査に要した費用を１件当たり２万円上限で区が助成。
【実施時期】
　令和５年４月１日～令和６年３月31日
【実施手法】
　都度、事業所から区へ申請書を提出し、区は、審査後速やかに支給
　①　事業所がＰＣＲ検査を実施　②（事業所→区）交付申請　③（区→事業所）交付決定
　④（事業所→区）請求　⑤（区→事業所）支給

 ８ 事業実績・指標

令和２年１２月　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、本事業を開始しました。その後、助成額や
助成回数等について見直しを行っています。

令和５年度 100.0% 37,300 0

7,800

指標１
延受検者数（人）

指標２
助成額（千円）  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

ＰＣＲ検査の役割の変化や実績数の推移を踏まえ、本事業は所期の目的を達成したといえることから、「廃止」
と評価します。

 ９ 個別計画・関連する法令等

港区高齢者施設等におけるＰＣＲ検査費用助成実施要綱
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（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 15,985 15,985 100.0% 令和３年度 31,970 17,595 55.0%

令和４年度 14,515 14,515 100.0% 令和４年度 29,030 7,141 24.6%

令和５年度 4,500 － － 令和５年度 9,000 － －

 １ 事業名 新型コロナウイルスワクチン接種移動支援事業  １０ 事業費の状況

保健福祉支援部　 介護保険課

移動が困難な高齢者、障害者等の新型コロナワクチン接種会場等への移動負担軽減を図り、ワクチン
接種を支援します。

令和３年度 0 66,100 0

 ５ 事業説明文 令和４年度 13,549 2,479 18,188 67.2%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

66,100 38,561

11,049 27,077

－ － －

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、新型コロナウイルス感染症の重症化や、発熱やせき等の症状
が出ること（発症）を防ぐこと、また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐことが求められ
たことを踏まえ、新型コロナウイルスワクチンの接種のための接種会場等への移動を支援するための
タクシー利用券を支給する事業を令和３年度に開始しました。

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和５年度 2,285 － －

その他

令和３年度 － － － － －

令和４年度 0.0% 0 13,549 0 0

令和５年度 0.0% 0 2,285 0 0

 ７ 事業内容

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

令和５年12月４日付で新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について（指示）（一部改正　厚生労
働省発感1204第２号）が示され、実施期間が令和６年３月31日までとされています。なお、令和６年度以降
は、新型コロナワクチンは他のワクチン同様に一般流通が行われる見込みですが、任意接種として位置づけら
れているため、本事業は今年度までとし、「廃止」します。

 ８ 事業実績・指標

 １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

現行の予防接種法において、新型コロナウイルスワクチン接種の実施期間は令和６年３月31日までであり、本
事業は所期の目的を達成することから、「廃止」と評価します。

特になし

 ９ 個別計画・関連する法令等

指標２
利用件数

(1) 対 象
港区内に住所を有し、次のいずれかに該当する人
① 要支援・要介護認定を受けている人（第２号被保険者を含む。）ただし、巡回接種の対象となる高
齢者施設入所者等約2,000 人を除く。
② 身体障害者手帳のうち、下肢機能障害、体幹機能障害、視覚障害、呼吸器機能障害それぞれ１～３
級、内部障害１級所持者、愛の手帳１・２度所持者、精神障害者保健福祉手帳１級所持者
(2) 実施内容
対象者に、新型コロナワクチン接種タクシー利用券（１回接種につき往復分として２枚）を支給しま
す。

指標１
支給人数

 ３ 政策名 （19）高齢者のいきいきと充実した地域での生活を支援する

 ４ 施策名 ④誰もが安心して暮らせる地域づくり 58.3%

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 ６生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課
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（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 － － － 令和３年度 － － －

令和４年度 － － － 令和４年度 － － －

令和５年度 13 － － 令和５年度 － － －

 ３ 政策名 （20）障害者がゆたかで自立した地域での生活を支援する

 ４ 施策名 ①障害者が安心して暮らせる環境の整備 －

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 ６生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課

指標２
―

①対象：区内の民間障害福祉サービス事業所のうちバスを保有する２事業所の所有する台数８台（全
部で３事業所13台ですが、１事業所５台は実態として装置が不要で、２事業者８台が対象）
②実施時期：令和５年６月～
③補助対象経費：事業所が所有する車両に国が定めた「安全装置の仕様に関するガイドライン」記載
の製品を設置した場合に、事業所からの申請に基づき補助金を交付
④支給要件：事業所の保有する車両１台あたり1,000千円まで

指標１
設置台数  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

予定していた障害福祉サービス事業所等の送迎バス等への安全装置の設置が完了し、本事業は所期の目的を達
成したことから、「廃止」と評価します。

港区障害福祉サービス事業所送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付要綱

 ９ 個別計画・関連する法令等

13,000 0 0 36,000

 ７ 事業内容

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

　事故を踏まえた対策を早急に実施することから、単年度限定で計上した事業ですが、予算編成後、東京都が
同内容で予算計上し、実施することとなりました。
東京都から事業者への直接補助により、区内事業者が保有し、安全装置の設置が必要なバスについて、今年度
中に装置を完了し当初の目的を達成する見込みであることから、本事業を廃止します。

 ８ 事業実績・指標

その他

令和３年度 － － － － －

令和４年度 － － － － －

令和５年度 26.5%

－ － －

令和４年９月、子どもが送迎用バスに置き去りになり死亡した事案が発生したことを踏まえ、区は、
利用者の送迎を実施する障害児通所支援事業所及び障害福祉サービス事業所における送迎バス等の置
き去り防止等を徹底するため、本事業を開始しました。

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和５年度 49,000 － －

－ －

補正予算 予算現額 決算額 執行率

－ －

－ －

港区内の民間障害福祉サービス等事業所による利用者の安全及び安心を確保するため、送迎バス等の
置き去り防止その他事故防止に向けた取組に係る経費を補助します。

令和３年度 － － －

 ５ 事業説明文 令和４年度 － －

 １ 事業名 障害福祉サービス事業所等送迎バス等安全対策支援事業  １０ 事業費の状況

保健福祉支援部 障害者福祉課
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（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 3 2 66.7% 令和３年度 38 10 26.3%

令和４年度 3 3 100.0% 令和４年度 28 16 57.1%

令和５年度 2 － － 令和５年度 16 － －

 １ 事業名 新型コロナウイルス感染症対策障害者の居所提供事業  １０ 事業費の状況

保健福祉支援部　 障害者福祉課

障害児・者の家族等が、新型コロナウイルス感染症にり患したことにより、り患していない障害児・
者を一時的に養育することが困難になった場合に、当該障害児・者を港区立障害保健福祉センター内
短期入所にて受け入れ、障害児・者の居所を確保します。

令和３年度 9,416 0 0

 ５ 事業説明文 令和４年度 2,109 0 2,957 84.6%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

9,416 6,329

1,386 3,495

－ － －

　在宅で障害者の介助を行っている家族が新型コロナウイルスに感染し、入院又は宿泊施設での療養
が必要な場合、保健所が児童相談所や病院と協議して保護先を確保しますが、障害者の特性により、
食事や排泄などの介助が必要であり受入先の確保が難しい状況があることから、区は、障害者の居所
提供事業を令和２年５月から開始しました。

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和５年度 1,980 － －

その他

令和３年度 0.0% 0 0 9,416 0

令和４年度 100.0% 2,109 0 0 0

令和５年度 0.0% 0 0 1,980 0

 ７ 事業内容

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

新型コロナウイルスが感染症法上の５類移行されたことに伴い、幅広い医療機関での受診が可能になったこと
や、外出自粛を求められなくなったことなど、社会状況等も変化しており、特別な対応や居所を確保する必要
がなくなってきています。加えて、新型コロナウィルス感染症にかかわらず保護者の急な病気や用事により障
害者が短期間入所する、短期入所事業にて対応することで代替可能であることから当事業は廃止します。

 ８ 事業実績・指標

 １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類に移行され、本事業を取り巻く社会状況等が変化し
たこと、また、既存事業でも対応が可能であることを踏まえ、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃
止」と評価します。

特になし

 ９ 個別計画・関連する法令等

指標２
受入れ期間(日数）

新型コロナウイルス感染症にり患した障害児・者の療養が終わるまでの間、障害児・者に居所を提供
し、日常生活を支援します。
（1）対象者　障害者の家族など障害者を介護する方が新型コロナウイルス感染症にり患し、自宅での
生活が１人では難しい障害児・者（ただし、新型コロナウイルス感染症陰性の方）
（2）実施場所　港区立障害保健福祉センター　８階　短期入所
（3）委託事業者　社会福祉法人友愛十字会（重度障害者の見守りができるよう、専門の支援員、看護
職員が24時間常駐する体制を整備しています）

指標１
受入れ人数

 ３ 政策名 (20)障害者のゆたかで自立した地域での生活を支援する

 ４ 施策名 ①障害者が安心して暮らせる環境の整備 67.2%

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 ６生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課
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（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 2,000 3,239 162.0% 令和３年度 800 1,019 127.4%

令和４年度 1,200 7 0.6% 令和４年度 1,000 654 65.4%

令和５年度 10 － － 令和５年度 50 － －

 ３ 政策名 （21）区民が健やかで安全に暮らすことができるよう支援する

 ４ 施策名 ①感染症対策の強化・推進 63.3%

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 ６生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課

指標２
感染症患者搬送数

　新型コロナウイルス感染症(指定感染症)について、感染症法に基づき適正な対応を行います。

【対象者】　　港区内にいるすべての人（在住、在勤、在学、居所による一時滞在者）
【実施時期】　随時
【実施手法】　感染症法に基づく疫学調査、ＰＣＲ検査、入院勧告、医療機関調整、
　　　　　　　患者搬送等を実施

指標１
　ＰＣＲ検査数  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類に移行され、感染症法に基づく搬送等の措置などは
終了し、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。
今後は、新型コロナウイルス感染症への対応によって得られたノウハウを生かし、新たな感染症発生時の即応
体制の構築に万全を期してください。

港区基本計画、地域保健福祉計画、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以
下、「感染症法」と言います。）港区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行
細則

 ９ 個別計画・関連する法令等

29,872 28,942 0 0

 ７ 事業内容

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

　令和５年５月８日に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが５類感染症に変更されたことに
伴い、感染症法に基づく搬送等の措置は終了し、入院調整についても東京都や保健所の関与を前提としたもの
から、医療機関間での入院調整を行う仕組みへ段階的に移行しています。
　また、みなと保健所が感染症疑い患者に対し、まん延防止を目的に実施していたＰＣＲ検査については、コ
ロナ禍を契機に区内医療機関及び検査機関における検査体制が整備されています。
以上を踏まえ、本事業は廃止します。
　今後は、重症化リスクが高い者が多く入院や入所している医療機関、高齢者施設及び障害者施設における感
染拡大防止を目的とした調査に特化し、港区衛生試験所と連携して実施していきます。

 ８ 事業実績・指標

その他

令和３年度 28.7% 31,483 55,415 0 22,856

令和４年度 52.9% 21,102 18,823 0 0

令和５年度 50.8%

－ － －

　新型コロナウイルス感染症のまん延を防止する観点から、区は、患者の搬送や入院勧告などの感染
症法に基づく対応を適正に実施する体制を整える必要がありました。
　そこで、感染症疑い患者への対応強化として、最短で当日に結果が出るため、症状の重い患者や緊
急性が高い患者にも対応可能な区直営によるＰＣＲ検査の実施や、安全・安心かつ迅速に患者を搬送
できる体制を整備するため、区が独自に患者搬送車両を確保するなどの取組を実施しました。

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和５年度 58,814 － －

51,398 72.6%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

176,427 111,600

33,370 70,764

58,095

　新型コロナウイルス感染症の患者に対する支援を継続するとともに感染拡大防止対策を強化・推進
するため、区内医療機関、港区医師会等関係機関と連携して対応します。

令和３年度 109,754 8,578

 ５ 事業説明文 令和４年度 39,925 -2,531

 １ 事業名 感染症検査及び患者搬送  １０ 事業費の状況

みなと保健所　 保健予防課
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当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 500 2,059 411.8% 令和３年度 － － －

令和４年度 525 2,030 386.7% 令和４年度 － － －

令和５年度 2,450 － － 令和５年度 － － －
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類に移行され、感染症法に基づく入院勧告・措置の適
用は無くなり、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。 ９ 個別計画・関連する法令等

地域保健福祉計画 、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下、「感染症法」
と言います。）、港区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則

指標１
入院勧告者数

指標２
－  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

0 0

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

 ７ 事業内容

令和５年５月８日に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが５類感染症に変更されました。こ
れに伴い、感染症法に基づく入院勧告・措置の適用はなくなったことから、新型コロナウイルス感染症の治療
に係る入院医療費（食事代を含む）は、原則、患者の自己負担となったため、本事業を「廃止」と評価しま
す。

　指定感染症である新型コロナウイルス感染症について、感染症法に基づき入院医療費を負担しま
す。

【対象者】　　港区内にいるすべての人（在住、在勤、在学、居所による一時滞在者）
【実施時期】　随時
【実施手法】　入院医療費を国保連合会及び社会保険支払基金に対して支弁します。

 ８ 事業実績・指標

　新型コロナウイルス感染症の陽性者が、区からの入院勧告に基づき入院治療を受けた場合の入院医
療費の自己負担額については、感染症法第37条の規定に基づき、本人等から市区町村民税所得割額に
応じて一定程度の医療費を徴収していましたが、陽性者が増加する中でも公費負担事務を迅速に進め
るため、令和２年６月より、港区感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律施行細則第
10条四項及び第六項の規定に基づく区長の認定により、新型コロナウイルス感染症陽性者の入院医療
費の自己負担額については、市区町村民税所得割額に関わらず、区が全額公費負担とする措置を決定
したことを受け、事業を開始しました。

令和５年度 25.0% 52,790 158,143

13,150 39,375 0 0

令和３年度 25.0% 12,500 37,500 0

－ － －

財源内訳（当初予算）

 ６ 背景、経緯 年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 その他

0

令和４年度 25.0%

　感染症法に基づき、新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費（自己負担分）を負担します。
令和５年度 210,933 － －

283,085 70.8%

 ５ 事業説明文 令和４年度 52,525 55,755 157,000 265,280 265,279 100.0%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

 ４ 施策名 ①感染症対策の強化・推進 令和３年度 50,000 -94,900 444,525

 ３ 政策名 （21）区民が健やかで安全に暮らすことができるよう支援する 年度 当初予算額 流用

399,625

 ２ 基本政策 ６生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況

 １ 事業名 感染症入院医療費公費負担  １０ 事業費の状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課 みなと保健所　 保健予防課
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当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 150 672 448.0% 令和３年度 320 1,645 514.1%

令和４年度 150 766 510.7% 令和４年度 1,000 313 31.3%

令和５年度 100 － － 令和５年度 1,000 － －

 ３ 政策名 （21）区民が健やかで安全に暮らすことができるよう支援する

 ４ 施策名 ①感染症対策の強化・推進 80.6%

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 ６生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課

指標２
パルスオキシメータ貸出件数

■自宅療養者への調剤済薬剤配達
【対象者】　　在住、在勤、在学者等
【実施時期】　令和３年４月
【実施手法】　業務委託等により調剤済薬剤を配達

■自宅療養者への酸素療法支援
【対象者】　　在住、在勤、在学者等
【実施時期】　令和４年４月
【実施手法】　業務委託等により酸素療法の支援（酸素ボンベ等の配達）

指標１
薬剤配達件数  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類に移行され、感染症法に基づく行動制限、外出自粛
が無くなり、個人判断での療養となったことを踏まえ、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と
評価します。

港区基本計画、地域保健福祉計画
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下、「感染症法」と言います。）
港区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則

 ９ 個別計画・関連する法令等

6,309 0 0 0

 ７ 事業内容

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

令和５年５月８日に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが５類感染症に変更されたことに伴
い、感染症法に基づく行動制限、外出自粛はなくなり、個人の判断で療養することになり、東京都と役割分担
して実施していた保健所による自宅療養者への支援が終了したことから、本事業は「廃止」と評価します。
 なお、東京都による自宅療養者支援事業についても終了しています。

 ８ 事業実績・指標

その他

令和３年度 0.0% 0 0 0 4,200

令和４年度 100.0% 2,183 0 0 0

令和５年度 100.0%

－ － －

　新型コロナウイルス感染症の感染者数の増加に伴い、入院や宿泊療養ができずに自宅で療養する
患者が多く発生したため、医療的設備が整っていない自宅で療養する患者に対する医療的な支援が
必要となりました。
　そこで、東京都「地域における自宅療養者等に対する医療支援強化事業」に参画し、港区医師会
や薬剤師会と連携した健康管理上の医療相談、薬剤配達支援事業の実施やICTを活用した迅速な積
極的疫学調査の実施、区が独自に用意した酸素ボンベの医療機関貸与、助産師による妊産婦健康観
察など多様な支援を行うことを目的に事業を開始しました。

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和５年度 6,309 － －

3,331 59.4%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

10,788 8,694

0 5,604

　新型コロナウイルス感染症患者の自宅療養期間中の生活に対する医療的ケアに関する不安や負担
を軽減するため、調剤済薬剤の配達や酸素療法に関する支援を行います。

令和３年度 4,200 6,588 0

 ５ 事業説明文 令和４年度 2,183 3,421

 １ 事業名 自宅療養支援事業  １０ 事業費の状況

みなと保健所　 保健予防課
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当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 85 84.9 99.9% 令和３年度 － － －

令和４年度 85 88 103.5% 令和４年度 70 40.5 57.9%

令和５年度 85 － － 令和５年度 70 － －

 ３ 政策名 （21）区民が健やかで安全に暮らすことができるよう支援する

 ４ 施策名 ①感染症対策の強化・推進 90.8%

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 ６生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課

指標２
12歳以上のオミクロン株対応ワクチン接種率（％）

　予防接種法の規定に基づき、臨時の新型コロナウイルスワクチンの予防接種を実施しています。
　集団接種会場の設置のほか、巡回接種、区内医療機関や病院等での個別接種を実施し、希望する区
民の方がワクチン接種を受けられる体制を整備しています。
　また、国や都から配分を受けるワクチンについて、区内医療機関等と連携し円滑なワクチン供給を
行い、各集団接種会場と個別接種で効果的な分配をしています。
　ワクチン接種記録システム（VRS）で個人の接種記録を管理し、ワクチン接種証明の発行を実施して
います。

指標１
12歳以上のコロナワクチン初回接種率（％）  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

現行の予防接種法において、新型コロナウイルスワクチン接種の実施期間は令和６年３月31日までであり、本
事業は所期の目的を達成することから、「廃止」と評価します。

予防接種法、予防接種法施行令、予防接種法施行規則、予防接種実施規則
新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種実施要領

 ９ 個別計画・関連する法令等

0 133,158 0 0

 ７ 事業内容

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

現行の予防接種法では、実施期間が令和６年３月31日までとされているため、本事業は今年度までとし、「廃
止」します。
令和６年度は、国からの今後の事務連絡に則り、関連業務として予診票関係の請求・管理事務、接種証明書発
行業務、健康被害救済制度等を実施する予定です。

 ８ 事業実績・指標

その他

令和３年度 0.0% 0 1,460,848 0 0

令和４年度 0.0% 0 1,021,130 0 0

令和５年度 0.0%

－ － －

　新型コロナウイルス感染症の流行が続く中、令和２年度に、国からその感染拡大や重症化を防ぐこ
とを目的として、国民への円滑な接種を実施するために必要な体制を確保するよう指示があったこと
を受け、事業を開始しました。

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和５年度 133,158 － －

3,316,606 88.2%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

6,958,554 6,321,662

2,559,990 3,761,500

新型コロナウイルスワクチンの接種により、新型コロナウイルス感染症の重症化や、発熱やせき等の
症状が出ること（発症）を防ぐこと、また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐことを目的
とします。

令和３年度 1,460,848 1,172,758 4,324,948

 ５ 事業説明文 令和４年度 1,021,130 180,380

 １ 事業名 新型コロナウイルスワクチン接種  １０ 事業費の状況

みなと保健所
保健予防課、新型コロナウイルスワクチン接種担当
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５明日の港区を支える子どもたちを育む

（15）健やかな子どもの「育ち」を支える環境を整備する

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 10 10 100.0% 令和３年度 10 13 130.0%

令和４年度 3 2 66.7% 令和４年度 3 3 100.0%

令和５年度 1 － － 令和５年度 1 － －

 ３ 政策名

 ４ 施策名 ③支援が必要な子どもと家庭を確実に支える 74.8%

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 予算状況の内訳 決算状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課

 １ 事業名 新型コロナウイルス感染症対策子どもの居所提供事業

指標２
利用人数

　児童を区が借上げた宿泊施設の客室で受入れ、短期的に養育します。
１ 利用対象者
　次に掲げる要件を満たし、かつ、当該保護者等のほかに当該児童を養育する者がいない児童
　（１）保護者等が新型コロナウイルス感染症に感染していること。
　（２）ＰＣＲ検査等によって陰性であることが確認されていること。
　（３）みなと保健所から推薦を受けていること。
　（４）０歳６か月から18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にあること。
２ 実施時期　対象者が発生した時
３ 利用者負担　なし

指標１
利用世帯数  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

東京都での隔離目的の宿泊療養施設が廃止されたことに伴い、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃
止」と評価します。

　港区新型コロナウイルスに感染した親の入院に伴う子の居所提供事業実施要綱

 ９ 個別計画・関連する法令等

 ７ 事業内容

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

東京都での隔離目的の宿泊療養施設を借り上げることで居所を確保しておりましたが、令和５年５月８日に新
型コロナウイルス感染症が感染症法上の５類感染症に位置付けられたことに伴い、東京都での隔離目的の宿泊
療養施設が廃止されたことから、本事業については廃止とします。（令和５年５月７日終了。）

 ８ 事業実績・指標

　新型コロナウイルス感染症に保護者等が感染した場合、濃厚接触者である子どもの受入先が確保で
きないために、感染した親が自宅で子どもと一緒に過ごしながら療養せざるを得ない状況となり、同
居する子どもの居場所の確保が課題となりました。
　子どもを新型コロナウイルスの感染から守るとともに、親が安心して治療に専念できるよう、令和
２年４月から事業を開始しました。

令和３年度 0.0% 0 0 16,448

0 0

－ －令和５年度 3,788 － －

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯 その他

令和５年度 0.0% 0

0

令和４年度 0.0% 4,611 0

0 3,788 0

92.8%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

27,365 20,480

0 5,021

 １０ 事業費の状況

子ども家庭支援部　 子ども政策課

　保護者等が新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、児童を一時的に養育することが困難
になった場合、当該児童を区が指定する宿泊施設の客室で短期的に養育することで、保護者等が治療
に専念できるようにし、当該児童の感染防止も図ります。

令和３年度 16,448 10,917 0

 ５ 事業説明文 令和４年度 4,611 410 4,660

－
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（単位：千円）

５明日の港区を支える子どもたちを育む

（15）健やかな子どもの「育ち」を支える環境を整備する

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 － － － 令和３年度 － － －

令和４年度 － － － 令和４年度 － － －

令和５年度 1,000 － － 令和５年度 － － －

 ３ 政策名

 ４ 施策名 ①子どもの健やかな成長を支援する総合的な施策の推進 －

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 予算状況の内訳 決算状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課

 １ 事業名 港区子ども月間事業

指標２
－

１　こどもの日イベントの開催
①ステージイベント（保育士によるダンスや手遊び、親子で楽しむコンサート等）②体力測定③ワー
クショップ④講演会
日程：令和５年５月５日
場所：みなとパーク芝浦
対者：０歳～高校生世代の子どもとその保護者等
２　港区こども月間ＰＲ
①ちらし配付（保育園、幼稚園、小中学校、児童館等を通じて配付）②広報、ホームページ、Twitter
等による発信③スタンプラリーの実施

指標１
参加人数  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

令和５年４月の「こども基本法」の施行や「こども家庭庁」の設置等を契機とした臨時的な事業であり、イベ
ントの実施により、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

こども基本法

 ９ 個別計画・関連する法令等

令和３年度 ー － － －

 ７ 事業内容

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

令和５年５月５日の子どもの日を中心に、５月を子どもの成長を祝う「港区こども月間」として位置づけ、区
内各地域で子ども施策の機運醸成するための臨時事業としてこども月間事業を実施しました。本事業について
は、令和５年４月の「こども基本法」の施行や「こども家庭庁」の設置等を契機として、臨時的に実施する事
業であったため、令和５年度で廃止します。
※なお、こども基本法の中では、子どもの意見を聴取する機会の確保が求められていることを踏まえ、令和６
年度からは、新たにこどもの意見聴取の推進に係る事業を実施する予定です。本事業の中で、こども月間事業
の内容を一部引き継ぎ、５月１日～５月31日を「港区こども月間」として、子どもの声を拾う強化月間として
位置づけ、実施します。新たな事業の中で、区内各地域で実施するイベントを通じて意見聴取することに加
え、スタンプラリー（クイズラリー）を実施し、子どもの意見を聴取する機会を確保します。

 ８ 事業実績・指標

－ － － －

0 0 3,644

－ －令和５年度 7,287 － －

　令和５年４月の「こども基本法」の施行や「こども家庭庁」の設置等を機に、港区ならではの質の
高い子ども・子育て支援策の充実を強化していく必要があったため、事業を開始しました。

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯 その他

令和５年度 50.0% 3,643

－

令和４年度 ー

－

補正予算 予算現額 決算額 執行率

－ －

－ －

 １０ 事業費の状況

子ども家庭支援部　 子ども政策課

　令和５年５月５日のこどもの日を中心に、区有施設で子どもや保護者向けイベントを開催します。
また、令和５年５月１日から５月31日を港区こども月間とし、当月間に実施する各総合支所や各施設
のイベントをホームページやちらし等でＰＲします。

令和３年度 － － －

 ５ 事業説明文 令和４年度 － － －

－
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（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 － － － 令和３年度 － － －

令和４年度 － － － 令和４年度 － － －

令和５年度 27 － － 令和５年度 － － －

 ３ 政策名 （17）就学前児童ケアサービスを総合的に推進する

 ４ 施策名 ②保育園における保育の質の向上 －

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 ５明日の港区を支える子どもたちを育む 予算状況の内訳 決算状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課

指標２
－

【補助対象施設】バス所有施設16施設（認可外保育施設15施設、元麻布保育園１施設）
　　　　　　　　（バス所有台数27台　認可外保育施設23台、元麻布保育園４台）
【補助対象経費】国が策定する「安全装置の仕様に関するガイドライン」に準拠した送迎
　　　　　　　　バス等安全対策に要する経費
【補助対象期間】設置義務の経過措置期間である令和６年３月までに設置完了したものを補助
　　　　　　　　対象とするが、国の事務連絡に基づき令和５年６月までの設置を推奨する。
【補助金額】　　補助率10/10　上限1,000千円／台
【負担割合】　　①国が定める定額までの範囲　国10/10：都0：区0：事業者0
　　　　　　　　②国が定める定額超～1,000千円の範囲　国0：都10/10：区0：事業者0
　　　　　　　　③1,000千円超の範囲　国0：都0：区0：事業者10/10

指標１
送迎用バス台数  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

予定していた保育所等送迎用バス等への安全装置の設置が完了し、本事業は所期の目的を達成したことから、
「廃止」と評価します。

児童福祉法、港区児童福祉施設の設備及び運営基準に関する条例　等

 ９ 個別計画・関連する法令等

0 216,540 160,460 0

 ７ 事業内容

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

本事業の対象となる保育所等送迎用バス27台においては令和５年度中に安全装置を設置する予定となってお
り、令和６年度以降本事業において補助する対象が無くなることから、臨時事業であることを踏まえ、廃止し
ます。

 ８ 事業実績・指標

その他

令和３年度 － － － － －

令和４年度 － － － － －

令和５年度 0.0%

－ － －

　送迎バスに子どもが置き去りになるという静岡県牧之原市内の認定こども園の事案を踏まえて、政
府が取りまとめた緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」に基づき、令和５年４月から所在
確認や安全装置の装備が義務付けられました。それに伴い、国及び都の補助事業を活用しつつ、バス
送迎を実施している施設に対し、安全装置の早期装備を促進するものです。

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和５年度 377,000 － －

－ －

補正予算 予算現額 決算額 執行率

－ －

－ －

　子どものバス送迎における安全管理を徹底するため、送迎用バスに安全装置の装備をする経費の一
部を補助します。

令和３年度 － － －

 ５ 事業説明文 令和４年度 － －

 １ 事業名 保育所等送迎用バス等安全対策支援事業  １０ 事業費の状況

子ども家庭支援部 子ども政策課
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当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 48,000 49,699 103.5% 令和３年度 40,800 38,576 94.5%

令和４年度 54,000 50,006 92.6% 令和４年度 44,400 40,366 90.9%

令和５年度 54,000 － － 令和５年度 44,400 － －

新型コロナウイルス感染症を契機に開始された本事業については、新型コロナウイルス感染症の感染症法
上の位置付けが５類に移行し、事業立案当時課題となっていた状況に変化がみられていることを踏まえ、
「廃止」と評価します。
なお、低所得の子育て世帯の家計負担軽減に係る支援については、物価高騰などにより引き続き求められ
ることから、これまでの取組を分析した上で、丁寧に対応してください。

 ９ 個別計画・関連する法令等

特になし

【対象者】①児童手当の受給者が児童扶養手当の所得基準未満の世帯　約3,600世帯
　　　　　②児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等 約900世帯
【事業の概要】
　対象となる子育て世帯に対し、利用者がカタログから選択した食料品等を自宅に配送。１週間ごと
に必要な食料品や日用品を選択できるよう１セット2,500円相当のメニューを複数用意し、利用者は
子どもの人数に応じ、支援セット数に達するまで選択可能。
【支援回数】１世帯あたり月１回×12月
【実施手法】カタログギフトを運営している事業者への業務委託により実施。

 ８ 事業実績・指標

指標１
カタログ送付数

指標２
申込数(延べ配送世帯数）  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

 ７ 事業内容
　本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により外出が容易でない中、経済的な影響を受けやすい低
所得の子育て世帯に対する臨時的な事業として実施しています。
　令和５年５月に、新型コロナウイルス感染症が感染法上の位置付けが５類に移行し、外出制限やマスク
着用も個人の判断となるなど、日常生活はコロナ禍前に戻りつつあります。また、経済活動も活発となり
つつあることから、感染のリスク軽減など、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて開始した本事業
は、当初の目的を達成したと判断し、廃止します。
　しかし、令和５年６月にエンジョイ・セレクト事業の利用者向けに行ったアンケートにおいて、新型コ
ロナウイルス感染症の影響が大きかった令和４年と比べた生活の変化について、「良くなった」「少し良
くなった」との回答をした方は、約40％にとどまっています。経済的及び家事負担が重い、低所得のひと
り親家庭には、物価高騰が家計に影響しやすく、支援の必要性が高いことから、次年度以降、目的を新た
に低所得者向けの子育て施策を検討します。

 令和２年度、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的な影響が大きいひとり親家庭等に対
する支援として、平日の夕食支援として弁当の提供を行う、「エンジョイ・ディナー事業」を開始し
ました。
　新型コロナウイルス感染症拡大が長期化する中において、令和２年度エンジョイ・ディナー事業利
用者のアンケート結果を踏まえ、より多くの子育て世帯の実態に沿った支援方法として、低所得の子
育て世帯に対象を拡大するとともに弁当から食料品や日用品の提供にスキーム見直したうえで、事業
名称を「エンジョイ・セレクト事業」に変更し、現在に至っています。

令和５年度 0.0% 0 0

0 0 0 216,179

0 0 0

0 420,772

－

財源内訳（当初予算）

国庫支出金 都支出金 その他

489,411

令和４年度 0.0%

令和３年度 0.0%

 ６ 背景、経緯 年度 一般財源割合 一般財源

174,342 390,521 362,242

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けている低所得者の子育て世帯に対し、食料品や
日用品を提供することにより、家計の負担を軽減し、家庭の生活再建を図ることを目的に実施してい
ます。

令和５年度 420,772 － － － －

 ５ 事業説明文 令和４年度 216,179 0

補正予算 予算現額 決算額

 ４ 施策名 ⑤子どもの未来を応援する施策の推進 令和３年度 489,411 -8,317 -30,340

 ３ 政策名 （15）健やかな子どもの「育ち」を支える環境を整備する 年度 当初予算額 流用

450,754 415,292

 ２ 基本政策 ５明日の港区を支える子どもたちを育む 予算状況の内訳 決算状況

 １ 事業名 エンジョイ・セレクト事業  １０ 事業費の状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課 子ども家庭支援部 子ども若者支援課

92.8%

92.1%

執行率

（単位：千円）
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（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 192 126 65.6% 令和３年度 － － －

令和４年度 209 127 60.8% 令和４年度 － － －

令和５年度 208 － － 令和５年度 － － －
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類に移行されたことを受け、国庫支出金の内容が見直
され、日常的な感染予防対策に係る経費が対象外となったことに伴い、本事業は所期の目的を達成したことか
ら、「廃止」と評価します。 ９ 個別計画・関連する法令等

港区私立認可保育所等新型コロナウイルス感染症事業継続支援事業補助金交付要綱

指標１
補助対象施設

指標２
－  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

257 0

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

 ７ 事業内容

　本事業は、令和元年度から実施しており、新型コロナウイルス感染症の感染予防のための備品等はすでに補
助していることや、今年度に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが５類に移行されたことを受
けて、国庫支出金の対象経費から日常的な感染予防経費は対象外となっていることから、本事業は所期の目的
を達成したため、「廃止」とします。

①補助対象施設：認可保育所、小規模保育事業、東京都認証保育所、病児保育室、認可外保育施設
②補助対象経費：ア　新型コロナウイルスの感染者等の発生に伴う対策に関する業務の手当や一時
金、イ　ＰＣＲ検査や医療用抗原検査キットの購入に係る経費、ウ　施設の消毒清掃に係る経費
③実施時期：９月以降、交付申請受付
④事務手続きの方法：交付申請の受付、内容審査、交付決定、請求、交付（確定払い）

 ８ 事業実績・指標

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大期においても、保育所等は原則開所となっていたことから、
適切な感染防止対策を行った上での事業継続が求められていました。そのため、職員が感染症対策の
徹底を図りながら、保育を継続的に実施していくために必要な補助を実施するため、本事業を開始し
ました。

令和５年度 49.7% 18,658 18,591

20,720 20,720 0 0

令和３年度 0.0% 0 96,000 0

－ － －

財源内訳（当初予算）

 ６ 背景、経緯 年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 その他

0

令和４年度 50.0%

　私立認可保育所等の継続的な事業実施に向けた環境整備を図ることを目的として、新型コロナウイ
ルスの感染者等が発生した場合に、職員が感染症対策の徹底を図りながら、保育を継続的に実施する
ために行う事業に係る経費を補助します。

令和５年度 37,506 － －

36,766 95.0%

 ５ 事業説明文 令和４年度 41,440 0 0 41,440 34,497 83.2%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

 ４ 施策名 ②保育園における保育の質の向上 令和３年度 96,000 -57,311 0

 ３ 政策名 （17）就学前児童ケアサービスを総合的に推進する 年度 当初予算額 流用

38,689

 ２ 基本政策 ５明日の港区を支える子どもたちを育む 予算状況の内訳 決算状況

 １ 事業名 私立認可保育所等新型コロナウイルス感染症対策  １０ 事業費の状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課 子ども家庭支援部　 保育課



NO 120

（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 － － － 令和３年度 － － －

令和４年度 － － － 令和４年度 － － －

令和５年度 1 － － 令和５年度 － － －

 ３ 政策名 （１）多様な人びとがともに支え合う魅力的な都心生活の舞台をつくる

 ４ 施策名 ⑤快適な都心居住の実現 －

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 １都心の活力と安全・安心・快適な暮らしを支えるまちをつくる 予算状況の内訳 決算状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課

指標２
－

（事業内容）
区営住宅シティハイツ白金の大規模改修工事を実施するに当たり、可能な限り一次エネルギー消費量
を削減するため、既存区有施設の現状の一次エネルギー消費量削減率（ＥＲＲ）を把握するととも
に、実現可能なＥＲＲ目標値を検討します。
（参考）調査結果
シティハイツ白金について、環境ガイドラインに基づき現状の住宅環境性能の実情を調査した結果、
断熱性能や夏の日射を遮蔽する性能が極めて低い状況であり、新築住宅の住宅環境性能の水準と比較
し、著しく劣っていることが明らかとなりました。

指標１
実態調査実施回数

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

住宅環境性能の実態調査の結果を踏まえ、入居者が安全・安心で健康的な生活が営めるよう、今後は大規模改
修ではなく、建替えに向けた検討を進めていくため、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評
価します。

港区環境基本計画、港区区有施設環境配慮ガイドライン
港区公共施設マネジメント計画、港区区有施設保全計画

 ９ 個別計画・関連する法令等

4,785

 ７ 事業内容

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

　シティハイツ白金については、入居者がいるため大規模改修工事の内容は制限されます。仮移転を伴う全面
的改善事業を実施した場合においても、建物の構造上、物理的な制約も大きい状況です。
　このため、住宅専用部について、水回りの仕様の変更や住戸内のバリアフリー化の現実性がなく、居住空間
における利便性・快適性について、改善の見込みはありません。また、住宅環境性能の向上を図るためには、
断熱性能や換気性能等をバランスよく満たすよう設計する必要がありますが、建物の仕様も陳腐化しており、
一定の限界があります。
　住宅は、建物の躯体の安全性の確保だけでなく、入居者の生活や健康への配慮も必要であり、今後、長期に
維持管理していく上では、断熱性能等を確保するなど、省エネルギー性能の向上を図ることも重要な視点で
す。
　同時期に同じ仕様で建設された区営住宅シティハイツ一ツ木についても、同様の結果が想定されることか
ら、これら二つの住宅について、入居者が安全・安心で健康的な生活が営めるよう建て替えに向けた検討を進
めていくこととしました。
　以上より、本事業は、廃止します。 ８ 事業実績・指標

シティハイツ白金は、竣工48年を経過し、令和10年度に、港区区有施設保全計画に基づき、長寿命化
を目指して竣工後80年以上使い続けるための劣化設備の更新や法改正等への対応に加え、施設の機能
向上を含めた大規模改修工事を行う必要があります。

令和５年度 0.0% 0 0 0

－ －

令和４年度 － － － － －

 ６ 背景、経緯

令和５年度 4,785 －

年度 一般財源割合 一般財源

財源内訳（当初予算）

－

その他

令和３年度 － － －

国庫支出金 都支出金

街づくり支援部　 住宅課

－

補正予算 予算現額 決算額

－ － －

 ５ 事業説明文 令和４年度 － －

 １ 事業名 シティハイツ白金大規模改修  １０ 事業費の状況

－

執行率

－ －

－ －

－ － －
昭和50年に竣工したシティハイツ白金について、施設の機能向上を含めた大規模改修工事を行いま
す。

令和３年度
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当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 － － － 令和３年度 － － －

令和４年度 － － － 令和４年度 － － －

令和５年度 2,000 － － 令和５年度 1 － －

 １ 事業名 関東大震災１００年防災啓発事業  １０ 事業費の状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課 防災危機管理室 防災課

 ２ 基本政策 １都心の活力と安全・安心・快適な暮らしを支えるまちをつくる 予算状況の内訳 決算状況

補正予算 予算現額 決算額 執行率

 ４ 施策名 ①地震などの自然災害の防災対策の充実 令和３年度 － － －

 ３ 政策名 （４）自助・共助・公助により災害に強い都心づくりを進める 年度 当初予算額 流用

－ － －

 ５ 事業説明文 令和４年度 － － － － － －

関東大震災の記憶・教訓を継承し、区民一人ひとりの自助意識の向上に繋げるため、「関東大震災100
年継承プロジェクト」として、防災に関する講演会や体験講座を中心とした大規模な催し（「防災を
学ぶ日」）を実施するほか、区内の高校に在学する高校生と連携して災害への備えを高めるための啓
発映像を制作、配信します。

令和５年度 30,118 － － － － －

財源内訳（当初予算）

 ６ 背景、経緯 年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 その他

－

令和４年度 － － － －

令和３年度 － － － －

0 0

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

 ７ 事業内容

本事業は単年度事業であり、関東大震災100年継承プロジェクト（「防災を学ぶ日」の実施及び啓発映像の制
作、配信）の完了により、事業目的を達成するため廃止とします。
作成した啓発映像については、区のホームページやＳＮＳで掲載するほか、各支所で実施する防災展や港区総
合防災訓練（地域訓練）等で放映するなどして、今後も活用していきます。

（１）「防災を学ぶ日」の実施
　・日　時：令和５年９月２日（土）
　・会　場：みなとパーク芝浦、芝浦公園
　・内　容：講演会、体験講座、防災用品の紹介、ステージイベントなど
（２）啓発映像の制作、配信
　・期　間：（制作）令和５年５月から８月まで
　　　　　　（配信）令和５年９月から令和６年３月末まで
　・内　容：区内に在学する高校生による自助意識の啓発、関東大震災のＣＧ再現など
　・方　法：区内に在学する高校生との共同制作、区公式YouTube及びＸ等SNSで配信予定

 ８ 事業実績・指標

令和５年（2023年）は、大正12年（1923年）に発生した関東大震災から100年の節目に当たります。関
東大震災は、港区を含む首都圏に未曽有の被害をもたらした災害であり、その記憶・教訓を継承する
ことで、首都直下地震という大規模災害のリスクに直面している区民の自助意識の向上に繋げること
を目的として事業を開始しました。

令和５年度 100.0% 30,118 0

－

指標１
「防災を学ぶ日」総来場者数

指標２
映像制作本数  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

本事業は、関東大震災100年継承プロジェクトの一環で実施した単年度事業であり、イベント実施及び啓発映像
の完成をもって、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

 ９ 個別計画・関連する法令等

特になし
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④地域の防災力の向上

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 － － － 令和３年度 － － －

令和４年度 － － － 令和４年度 － － －

令和５年度 265,000 － － 令和５年度 － － －
本事業は、関東大震災100年継承プロジェクトの一環で実施した単年度事業であり、携帯トイレの全世帯配布完
了をもって、所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。
なお、在宅避難についての啓発は、共同住宅が約９割を占める区の地域特性を踏まえ、様々な媒体を通じた情
報発信や防災訓練等の中で引き続き実施していく必要があります。 ９ 個別計画・関連する法令等

特になし

指標１
在宅避難支援用携帯トイレ配付数

指標２
－  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

0 0

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

 ７ 事業内容

本事業において実施している携帯トイレの全世帯配布については、関東大震災100年継承プロジェクトの一環で
実施した単年度限りの事業であることから、今年度の実施をもって、当初の目的を達成するため、本事業を廃
止します。
なお、本事業を廃止しますが、在宅避難に係る啓発については、区ホームページやSNS等の周知媒体を活用する
ほか総合防災訓練、出前講座など様々な取組等の中で引続き実施していきます。

①対　象
令和５年４月１日時点で港区に住民登録のある世帯
②配付物と配付数
携帯トイレ各世帯人数分(一人当たり20回分×世帯人数)
③配付時期
令和５年９月から順次配送、令和５年４月２日～12月31日に転入･出生した方には令和６年１月から順
次配付開始

 ８ 事業実績・指標

　震災が発生すると、配管・排水管が破損したり詰まることがあり、破損等の確認や修理が完了する
までご自宅のトイレが使えなくなることがあります。その対策として、水が使えない時でも使用でき
る携帯トイレを全世帯にお住まいの世帯人数分、無償で配付し、災害時の在宅避難の備えを支援する
ため、事業を開始しました。

令和５年度 100.0% 867,565 0

－ － － －

令和３年度 － － － －

－ － －

財源内訳（当初予算）

 ６ 背景、経緯 年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 その他

－

令和４年度 －

在宅避難時などに利用できる携帯トイレを、全世帯に世帯人数分を無償で配付します。
令和５年度 867,565 － －

－

 ５ 事業説明文 令和４年度 － － － － － －

補正予算 予算現額 決算額 執行率

 ４ 施策名 令和３年度 － － －

 ３ 政策名 （４）自助・共助・公助により災害に強い都心づくりを進める 年度 当初予算額 流用

－ －

 ２ 基本政策 １都心の活力と安全・安心・快適な暮らしを支えるまちをつくる 予算状況の内訳 決算状況

 １ 事業名 在宅避難支援事業  １０ 事業費の状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課 防災危機管理室　 防災課
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当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 － － － 令和３年度 － － －

令和４年度 － － － 令和４年度 － － －

令和５年度 3 － － 令和５年度 － － －

 １ 事業名 名誉区民から港区の魅力を子どもたちへ  １０ 事業費の状況

総務部 総務課

　名誉区民がそれぞれの活躍する職業での体験談や港区を選び活動していることで、区の魅力を区内
小・中学生に伝え、子どもたちに明るい未来へ夢と希望を与えます。また、区の魅力を伝えること
で、区への誇りや愛着を高め、子どもたちが港区に住み続けるきっかけづくりとします。

令和３年度 － － －

 ５ 事業説明文 令和４年度 － － － －

補正予算 予算現額 決算額 執行率

－ －

－ －

－ － －

　区は、これまで６名の名誉区民を選定し、顕彰してきました。顕彰後は、名誉区民として新年あい
さつ交歓会等で交流を持つほか、それぞれの専門分野において区と関わりを持ち、ご活躍いただいて
いますが、名誉区民として活動する機会はほとんどありませんでした。
　名誉区民は、人間国宝や世界を舞台に活躍しているなど区における貴重な人材です。その名誉区民
から区の魅力を伝えてもらうことで、区への誇りや愛着を高め、子どもたちが港区に住み続けるきっ
かけとなる講演会を実施するため、事業を開始しました。

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和５年度 8,121 － －

その他

令和３年度 － － － － －

令和４年度 － － － － －

令和５年度 100.0% 8,121 0 0 0

 ７ 事業内容

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

　本事業は、令和５年度における全庁的な子ども・子育て施策の推進に伴う、子どもを対象とした事業の充
実・強化の取組の一貫として臨時的に実施しました。
　来年度は、令和４年度に選定した名誉区民から区民を対象に、区の魅力を発信する新規事業を実施する予定
です。そのため「名誉区民から港区の魅力を子どもたちへ」については、廃止します。

 ８ 事業実績・指標

 １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

全庁的な子ども・子育て施策の推進に伴う臨時事業であり、今年度の実施をもって、本事業は所期の目的を達
成したことから、「廃止」と評価します。

港区名誉区民条例

 ９ 個別計画・関連する法令等

指標２
－

実施回数：３回（①桂由美氏、②四世石田不識氏、③水谷八重子氏）
実施時期：①10月19日②11月７日③12月14日
対 象 者：①赤坂中学校　中学２年生及びその保護者、②芝浜小学校　小学校高学年、
　　　　　③麻布、南山小学校　小学校高学年
内　　容：①中学生へのキャリア教育を前提とした桂由美氏が世界的に活躍するまでのストーリー、
港区を選んだ理由などのトークセッション、質疑応答など
　　　　　②子ども向けにアレンジした樋口一葉原作の短編小説「大つごもり」朗読劇の上演、
　　　　　　演者としての心構えや表現方法等についての質疑応答など
　　　　　③児童の文化理解を前提とした四世石田不識氏が人間国宝になるまでのストーリー、
　　　　　　港区を選んだ理由などのトークセッション、琵琶演奏など

指標１
講演会実施回数

 ３ 政策名 （９）参画と協働により地域を支える多様なコミュニティをつくる

 ４ 施策名 ①コミュニティ活動に取り組む多様な主体への支援 －

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 ３地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる 予算状況の内訳 決算状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課
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（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 14 13 92.9% 令和３年度 7,000 5,859 83.7%

令和４年度 13 13 100.0% 令和４年度 6,500 5,477 84.3%

令和５年度 13 － － 令和５年度 6,000 － －

 １ 事業名 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業  １０ 事業費の状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課 教育推進部　 教育長室

 ２ 基本政策 ５明日の港区を支える子どもたちを育む 予算状況の内訳 決算状況

補正予算 予算現額 決算額 執行率

 ４ 施策名 ④小学校入学前教育の充実 令和３年度 7,000 0 0

 ３ 政策名 （17）就学前児童ケアサービスを総合的に推進する 年度 当初予算額 流用

7,000 5,859 83.7%

 ５ 事業説明文 令和４年度 6,500 0 0 6,500 5,477 84.3%

港区内の私立幼稚園が実施する事業に対して、港区が予算の範囲内で経費の一部を補助することによ
り、子どもを安心して育てることができる環境を整備することを目的とする事業です。

令和５年度 6,000 － － － － －

財源内訳（当初予算）

 ６ 背景、経緯 年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 その他

0

令和４年度 100.0% 0 0 0

令和３年度 100.0% 7,000 0 0

0 0

 １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

 ７ 事業内容

本事業は、区内私立幼稚園設置者による感染防止用の備品等の購入に要する経費及び新型コロナウイルス感染
症対策を徹底するための経費を補助する緊急的な事業として令和３年度から開始しました。
補助対象となる空気清浄機等の備品等はこれまでの二年間で申請済みであり、対象園において感染防止のため
に必要な環境の整備がなされたと判断できることから、本事業は所期の目的を達成したため、「廃止」としま
す。

補助対象事業は、国交付要綱、国実施要領及び都交付要綱に基づき、新型コロナウイルス感染症対策
を実施するために必要となる保健衛生用品（子供用マスク、消毒液等）や備品の購入等に関する事
業、新型コロナウイルス感染症対策を徹底するために必要な業務を支援するための事業になります。
補助対象経費は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、港区内の私立幼稚園 （幼稚園
型認定こども園を含む。）の設置者による感染防止用の備品等の購入に要する経費並びに幼稚園の消
毒に必要となる経費に加えて、幼稚園が新型コロナウイルス感染症対策の取組を徹底することに伴う
業務量の増への対応に必要なかかり増し経費（人件費（ただし、預かり保育を実施したことに係る経
費に限る。）、旅費、需用費、通信費、リース料、研修参加費等）になります。

 ８ 事業実績・指標

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、感染症対策の一環としてこどもを安心して育てることがで
きる環境を整備することを目的とし、単年度事業として、令和２年度から開始しました。
ただし、感染症が長期化する中、東京都の補助金交付要綱に基づく補助があるため、令和３年度以降
も事業を継続して実施しています。

令和５年度 100.0% 6,000 0

6,500

指標１
申請園数

指標２
補助金額（千円）  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

対象園における感染防止のために必要な環境整備が進み、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」
と評価します。

 ９ 個別計画・関連する法令等

港区私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱
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（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和３年度 4 4 100.0% 令和３年度 240 123 51.3%

令和４年度 5 3 60.0% 令和４年度 300 82 27.3%

令和５年度 5 － － 令和５年度 300 － －

 １ 事業名 障害者スポーツの普及        １０ 事業費の状況

教育推進部　 生涯学習スポーツ振興課

令和３年度 3,871 -358 0

 ５ 事業説明文 令和４年度 3,855 0 2,006 52.0%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

3,513 2,627

0 3,855

 ６ 背景、経緯

令和５年度 3,142 －　障害者が気軽にスポーツに親しみ、楽しみながら参加できる教室等の実施と環境の充実を図りま
す。また、誰もが障害者スポーツへの理解を深めることができるよう意識啓発等に取り組むととも
に、障害の有無にかかわらず一緒にスポーツの楽しむ機会を提供することで、相互理解や交流を広
げ、共生社会の実現に寄与します。

－ － －

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金

－

その他

令和３年度 50.1% 1,940 0 0

令和４年度 100.0% 3,855 0 0 0

令和５年度 68.2%

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

　東京2020パラリンピック競技大会の開催を契機に、障害者スポーツに関する区民の関心や知識をより一層高
め、地域に根付かせるため、区は障害者スポーツの体験会やイベントを開催し、普及啓発に取り組んできまし
た。併せて、障害者団体に大会や練習場所として、スポーツセンターを提供し、団体活動を支援するととも
に、障害者スポーツの観戦機会を区民へ提供してきました。
　これまで区が実施してきた「障害者スポーツの普及」事業は、令和６年４月１日から、新たな指定管理者に
よる管理運営が開始することに伴い、指定管理者による提案事業として実施します。指定管理者の持つ豊富な
知識や経験を活用するとともに、他の民間事業者や障害者スポーツ団体、特別支援学校等とも連携し、研修や
体験会の開催等により、引き続き、障害者スポーツの普及啓発を行います。
　今後は、（一社）日本障がい者サッカー連盟との協定締結や東京2025デフリンピックの開催を契機とした取
組等を充実させることにより、障害者スポーツの「振興」と「理解促進」、「環境整備」を図ることで共生社
会の実現に取り組みます。
　こうしたことから、「障害者スポーツの普及」事業については、「廃止」と評価します。

 ８ 事業実績・指標

　平成28年度より、東京2020パラリンピックの開催を契機として、障害者が自主的かつ積極的にス
ポーツを行うことができるようし、また、地域のスポーツ推進に還元できる仕組みを構築し、障害の
ある人とない人の相互理解と交流を広げること等を目的として、本事業を開始しました。

　障害のある人もない人も参加できるスポーツイベント等の開催、障害者スポーツを題材とした研修
等を実施しているほか、障害者スポーツの体験会を実施しています。
（直近３年間の取組）
＜令和２年度＞２回【内訳】①「ゆるスポーツ」の体験（２月20日）②オンラインセミナー「障害者
スポーツの魅力とは」の開催１回及び動画「障害者競技を知る」の配信２本
＜令和３年度＞４回【内訳】①サウンドテーブルテニス体験会（12月４日）②車いすバスケットボー
ル体験会（１月27日）③障害者スポーツ普及イベント（３月12日）④障害者スポーツ体験会「あす
チャレ！運動会」（３月26日）
＜令和４年度＞３回【内訳】①②障害者スポーツ研修会（８月18日・８月27日）③障害者スポーツ体
験イベント（３月12日）

2,142 0 1,000 0

　７　事業内容  １１　本事業に係る一次評価（所管課の意見、見直しの背景、根拠データ等）

1,931

 １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２適正化　　　３統合　　　４継続

障害者スポーツの普及に係る研修や体験会等について、今後、指定管理者が豊富な知識や経験を活用し、関係
団体等との連携により実施していくことで、引き続き障害者スポーツの普及を図るとともに、区は障害者ス
ポーツの環境整備と理解促進を図っていくことを踏まえ、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」
と評価します。

・港区基本計画・港区教育ビジョン・港区スポーツ推進計画

 ９ 個別計画・関連する法令等

指標２
参加者数

指標１
イベント実施回数

 ３ 政策名 （22）誰もがスポーツを楽しむことができる機会の確保と環境を整備する

 ４ 施策名 ①誰もが気軽に楽しめるスポーツ活動の推進 74.8%

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 ６生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況

令和５年度事務事業評価Ａシート 所管課


